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議案第１０号  

 

令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計決算認定について 

 

 令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準用する同法第２３３条第

３項の規定により、組合議会の認定を求める。 

 

令和５年１０月５日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田 中 文 夫 
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令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算総括表

歳　　　　　　入　

歳　　　　　　　出
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-　２　-

（歳　入） （単位：円）

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入
済 額 と の 比 較

1. 分担金及び負担金 213,271,000 213,271,000 213,271,000 0 0 0

１．分担金 213,271,000 213,271,000 213,271,000 0 0 0

2. 使用料及び手数料 162,286,000 166,554,490 166,554,490 0 0 4,268,490

1. 手数料 162,286,000 166,554,490 166,554,490 0 0 4,268,490

3. 財産収入 30,000 30,000 30,000 0 0 0

１．財産運用収入 30,000 30,000 30,000 0 0 0

4. 繰越金 11,005,000 11,005,959 11,005,959 0 0 959

１．繰越金 11,005,000 11,005,959 11,005,959 0 0 959

5. 諸収入 32,088,000 32,087,156 32,087,156 0 0 △ 844

１．預金利子 1,000 676 676 0 0 △ 324

２．受託事業収入 32,086,000 32,086,480 32,086,480 0 0 480

３．雑入 1,000 0 0 0 0 △ 1,000

418,680,000 422,948,605 422,948,605 0 0 4,268,605

令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算書

款 項

歳 入 合 計



（歳　出） （単位：円）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出済
額 と の 比 較

１．議会費 289,000 200,261 0 88,739 88,739

１．議会費 289,000 200,261 0 88,739 88,739

２．総務費 26,674,000 26,214,927 0 459,073 459,073

１．総務管理費 26,593,000 26,183,757 0 409,243 409,243

２．監査委員費 81,000 31,170 0 49,830 49,830

３．衛生費 390,692,000 381,616,391 0 9,075,609 9,075,609

１．清掃費 390,692,000 381,616,391 0 9,075,609 9,075,609

４．公債費 25,000 0 0 25,000 25,000

１．公債費 25,000 0 0 25,000 25,000

５．予備費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

１．予備費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

418,680,000 408,031,579 0 10,648,421 10,648,421

14,917,026 円歳入歳出差引残額

款 項

歳 出 合 計

-　３　-



-　４　-

（歳入） （単位：円）

金　　額

1 230,566,000 △ 17,295,000 0 213,271,000 213,271,000 213,271,000 0 0

１ 分 担 金 230,566,000 △ 17,295,000 0 213,271,000 213,271,000 213,271,000 0 0

１
衛 生 費
分 担 金

230,566,000 △ 17,295,000 0 213,271,000 213,271,000 213,271,000 0 0

１
清掃費
分担金

213,271,000 213,271,000 213,271,000 0 0

2 157,286,000 5,000,000 0 162,286,000 166,554,490 166,554,490 0 0

１ 手 数 料 157,286,000 5,000,000 0 162,286,000 166,554,490 166,554,490 0 0

１
衛 生
手 数 料

157,286,000 5,000,000 0 162,286,000 166,554,490 166,554,490 0 0

１
清　掃
手数料

162,286,000 166,554,490 166,554,490 0 0

3
財 産
収 入

30,000 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0

１
財 産 運
用 収 入

30,000 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0

１
財産貸付
収 入

30,000 0 0 30,000 30,000 30,000 0 0

１
土地貸付
収　　入

30,000 30,000 30,000 0 0

当　初
予算額

補　正
予算額

収入済額項
収　入
未済額

備　考
継続費及び
繰越事業費
繰越財源
充当額

計

使用料
及び

手数料

区　　分

分担金
及び

負担金

令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

調定額
不　納
欠損額

節
款 目

予　　算　　現　　額



4 繰 越 金 1,000 11,004,000 0 11,005,000 11,005,959 11,005,959 0 0

１ 繰 越 金 1,000 11,004,000 0 11,005,000 11,005,959 11,005,959 0 0

１ 繰 越 金 1,000 11,004,000 0 11,005,000 11,005,959 11,005,959 0 0

１
前年度
繰越金

11,005,000 11,005,959 11,005,959 0 0

5 諸収入 34,617,000 △ 2,529,000 0 32,088,000 32,087,156 32,087,156 0 0

１
預 金
利 子

1,000 0 0 1,000 676 676 0 0

１
預 金
利 子

1,000 0 0 1,000 676 676 0 0

１ 預金利子 1,000 676 676 0 0

２
受 託 事
業 収 入

34,615,000 △ 2,529,000 0 32,086,000 32,086,480 32,086,480 0 0

1
衛生受託
事業収入

34,615,000 △ 2,529,000 0 32,086,000 32,086,480 32,086,480 0 0

１
清掃受託
事業収入

32,086,000 32,086,480 32,086,480 0 0

３ 雑 入 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0

１ 雑 入 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0

１ 衛生費雑入 1,000 0 0 0 0

422,500,000 △ 3,820,000 0 418,680,000 422,948,605 422,948,605 0 0歳　　入　　合　　計

－　５　－



－　６　－

（歳出） （単位：円）

区　分 金　　額

１ 議会費 289,000 0 0 0 289,000 200,261 0 0 0 88,739

１ 議会費 289,000 0 0 0 289,000 200,261 0 0 0 88,739

１ 議会費 289,000 0 0 0 289,000 200,261 0 0 0 88,739

１ 報　酬 87,000 85,549 0 0 0 1,451

８ 旅　費 93,000 43,956 0 0 0 49,044

10 需用費 10,000 9,724 0 0 0 276

12 委託料 99,000 61,032 0 0 0 37,968

２ 総務費 25,194,000 1,480,000 0 0 26,674,000 26,214,927 0 0 0 459,073

１
総 務
管 理 費

25,113,000 1,480,000 0 0 26,593,000 26,183,757 0 0 0 409,243

１
一 般
管 理 費

25,076,000 1,480,000 0 0 26,556,000 26,151,757 0 0 0 404,243

１ 報　酬 1,431,000 1,315,000 0 0 0 116,000

８ 旅　費 88,000 28,934 0 0 0 59,066

９ 交際費 15,000 0 0 0 0 15,000

10 需用費 370,000 353,986 0 0 0 16,014

11 役務費 322,000 273,387 0 0 0 48,613

12 委託料 636,000 589,600 0 0 0 46,400

13
使用料及
び賃借料

859,000 830,790 0 0 0 28,210

17
備品購入

費
1,910,000 1,866,130 0 0 0 43,870

18 負担金補助
及び交付金 20,915,000 20,884,030 0 0 0 30,970

26 公課費 10,000 9,900 0 0 0 100

２
公 平 委
員 会 費

37,000 0 0 0 37,000 32,000 0 0 0 5,000

１ 報　酬 32,000 32,000 0 0 0 0

８ 旅　費 5,000 0 0 0 0 5,000

不用額 備　考当　初
予算額

補　正
予算額

継続費及び
繰越事業費

繰越額

予備費支出及
び流用増減 計

節
継続費逓
次繰越

繰　越
明許費

予　　算　　現　　額

支出済額

翌年度繰越額

事　故
繰越し

款 項 目



２
監 査
委 員 費

81,000 0 0 0 81,000 31,170 0 0 0 49,830

１
監 査
委 員 費

81,000 0 0 0 81,000 31,170 0 0 0 49,830

１ 報　酬 16,000 15,704 0 0 0 296

８ 旅　費 65,000 15,466 0 0 0 49,534

３ 衛生費 395,992,000 △ 5,300,000 0 0 390,692,000 381,616,391 0 0 0 9,075,609

１ 清掃費 395,992,000 △ 5,300,000 0 0 390,692,000 381,616,391 0 0 0 9,075,609

１
清掃工場
運 営 費

395,992,000 △ 5,300,000 0 0 390,692,000 381,616,391 0 0 0 9,075,609

10 需用費 549,000 216,088 0 0 0 332,912

11 役務費 62,000 61,776 0 0 0 224

12 委託料 390,081,000 381,338,527 0 0 0 8,742,473

４ 公債費 25,000 0 0 0 25,000 0 0 0 0 25,000

１ 公債費 25,000 0 0 0 25,000 0 0 0 0 25,000

１ 利 子 25,000 0 0 0 25,000 0 0 0 0 25,000

22 償還金利子
及び割引料 25,000 0 0 0 0 25,000

５ 予備費 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

１ 予備費 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

1 予備費 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

422,500,000 △ 3,820,000 0 0 418,680,000 408,031,579 0 0 0 10,648,421歳　　出　　合　　計

－　７　－



-　８　-

一 般 会 計

１ 歳入総額

２ 歳出総額

３ 歳入歳出差引額

（１）継続費逓次繰越額

（２）繰越明許費繰越額

（３）事故繰越し繰越額

５ 実質収支額

６ 実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額

４０８，０３１，５７９円

実質収支に関する調書

区　　　　　　　　　　　　　　分 金　　  　　額

４２２，９４８，６０５円

計

１４，９１７，０２６円

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

０円

０円

０円

０円

１４，９１７，０２６円

０円



財　産　に　関　す　る　調　書





１．公有財産

（１）土地及び建物

35,486.13 0 35,486.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3.00 0 3.00 3.00 0 3.00

0 0 0 0 0 0 5,089.78 0 5,089.78 5,089.78 0 5,089.78

0 0 0 0 0 0 1,030.45 0 1,030.45 1,030.45 0 1,030.45

0 0 0 0 0 0 34.50 0 34.50 34.50 0 34.50

0 0 0 0 0 0 14.00 0 14.00 14.00 0 14.00

0 0 0 0 0 0 9.02 0 9.02 9.02 0 9.02

35,486.13 0 35,486.13 0 0 0 6,180.75 0 6,180.75 6,180.75 0 6,180.75

2．物　　品

（１）車両船舶類

1 0 1

1 0 1

0 1 1

公共用財産(新清掃工場・倉庫)

公共用財産(新清掃工場・便所)

公共用財産(新清掃工場用)

決算年度
末現在高

決算年度
末現在高

前年度
現在高

決算年度
中増減高

公共用財産(小原地区飲料水施設用)

土地(地積)
建　　　　　　　　　　　　　物

決算年度
末現在高

公共用財産(新清掃工場・事務所)

公共用財産(新清掃工場・事務所)

木造(延面積) 延面積計
前年度
現在高

公共用財産(新清掃工場・工場)

合　　　　計

非木造(延面積)
前年度
現在高

決算年度
中増減高

備　　　考

構築物・設備関係一式含む

区　　分
前年度
現在高

決算年度
中増減高

工場棟

管理棟

計量棟

備蓄倉庫

屋外便所

財　産　に　関　す　る　調　書

(単位：㎡)

決算年度
末現在高

決算年度
中増減高

4ｔダンプトラック

フォークリフト

軽乗用車

区　 分

(単位：台)
前年度
現在高

決算年度
中増減高

決算年度
末現在高

―　９　―
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萩・長門清掃一部事務組合決算説明書 
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令和４年度の本組合の決算の概要を報告します。 
供用開始から８年目となる令和４年度の萩・長門清掃工場への可燃ごみの総搬

入量は２５,８７６トンで、対前年度比で２２９トン、０.９％増加しています。 
搬入量を団体別にみますと、萩市が１３,４３１トンで構成比では５１.９％、長

門市が１１,３９３トンで４４.０％、阿武町が７０７トンで２.７％となり、併せ

て令和４年度は環境行政広域連携に関する協定による代替処理した宇部市の可燃

ごみ３４５トンで１.４％となっています。 
一方で、可燃ごみの焼却量は２６,７５７トンと、前年度と比較し２２２トンの

増加となっています。 
次に、焼却行為により発生する焼却残さの量は２,４７９トンで、そのうち主灰

１,５７２トン、飛灰６５６トンを再資源化のためにセメント原料化施設に搬入し

ています。また、磁選物６７トンは資源回収業者に引き渡しリサイクルし、その

他の焼却不適物１８４トンのうち３トンは可燃ごみを代替処理した宇部市へ返却

し、残りの１８１トンが萩市、長門市の最終処分場で可燃ごみの搬入量に応じて

埋立処分となっています。 
次に、令和４年度における本組合の主な事業は、当施設が設計、施工と施設稼

働後の２０年間の施設運営を一体化した契約手法であるＤＢＯ方式で事業を行っ

ていることから、組合は例年どおり、特別目的会社である株式会社「はないろ」

（日立造船㈱100％出資）の施設運営業務に関するモニタリング、本組合の条例

で設置している環境管理委員会の主催、本組合条例に基づいたごみ処理手数料の

徴収、搬入事業者への搬入基準説明会の開催、搬入された可燃ごみの展開検査、

施設見学者への対応等を行いました。 
施設運営業務に関するモニタリングは、㈱はないろによる運営業務が本組合の

要求水準書及び事業者からの技術提案書に沿って適正かつ確実に実行されている

かを監視、確認するもので、このことにより、本施設の稼働期間の延長を目指す

取り組みです。 
搬入物の展開検査については６回実施いたしました。今後も定期的に実施する

ことで、本施設にごみを搬入する萩・長門圏域の事業者等への搬入基準を周知す

るとともに、市民の皆様に対してもごみの分別排出の徹底、更には可燃ごみの適

正な分別によるごみ減量を啓発してまいります。 
最後に、令和４年度の視察及び見学者数については、２４団体、７２５人を受

け入れました。そのうち、小学校の社会科見学については萩市から７校、長門市

から８校で合計１５校３８９人の児童を受け入れました。３月の最終日曜日には

「日曜日の工場見学会」を実施しました。 
今後も、本施設が萩市と長門市の多くの市民の環境啓発の拠点となるように努

めてまいります。 
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令和４年度 萩・長門清掃一部事務組合歳入歳出決算調 

歳  入                                                               (単位：円) 

 

区   分 

予   算   現   額  

収 入 済 額 

 

予算現額に 

比し増減 

 

予 算 に 対 

する収入(％) 

 
 

備   考 当初予算額 補正予算額 
継続費及び繰越 

事業費繰越額 
計 

１ 分担金及び負担金 230,566,000 △17,295,000 0 213,271,000 213,271,000 0 100.0 萩市・長門市分担金 

２ 使用料及び手数料 157,286,000 5,000,000 0 162,286,000 166,554,490 4,268,490 102.6 廃棄物処理手数料 

３ 財 産 収 入 30,000 0 0 30,000 30,000 0 100.0 行政財産貸付料 

４ 繰 越 金 1,000 11,004,000 0 11,005,000 11,005,959 959 100.0 前年度繰越金 

５ 諸 収 入 34,617,000 △2,529,000 0 32,088,000 32,087,156 △844 100.0 
預金利子・受託事業収入

(阿武町・宇部市) 

合      計 422,500,000 △3,820,000 0 418,680,000 422,948,605 4,268,605 101.0  

 

 

歳  出                                                               （単位：円） 

区   分 

予   算   現   額 

支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 
予算に対する  

支 出（％） 当初予算額 補正予算額 
継続費及び繰越 

事業費繰越額 
計 

１ 議  会  費 289,000 0 0 289,000 200,261 0 88,739 69.3 

２ 総  務  費 25,194,000 1,480,000 0 26,674,000 26,214,927 0 459,073 98.3 

３ 衛  生  費 395,992,000 △5,300,000 0 390,692,000 381,616,391 0 9,075,609 97.7 

４ 公  債  費 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0.0 

５ 予  備  費 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0.0 

合      計 422,500,000 △3,820,000 0 418,680,000 408,031,579 0 10,648,421 97.5 



 

 

決 算 額 前 年 度 比 較 表 

 

( 歳    入 ) 

(単位：円) 

款 令和４年度 令和３年度 比較増減 

1.分担金及び負担金 213,271,000 211,271,000 2,000,000 

2.使用料及び手数料 166,554,490 162,150,010 4,404,480 

3.財 産 収 入 30,000 30,000 0 

4.繰 越 金 11,005,959 20,372,390 △9,366,431 

5.諸 収 入 32,087,156 24,563,465 7,523,691 

合   計 422,948,605 418,386,865 4,561,740 

 

 

( 歳    出 )  

(単位：円) 

款 令和４年度 令和３年度 比較増減 

1.議 会 費 200,261 197,379 2,882 

2.総 務 費 26,214,927 22,858,041 3,356,886 

3.衛 生 費 381,616,391 384,325,486 △2,709,095 

4.公 債 費 0 0 0 

5.予 備 費 0 0 0 

合   計 408,031,579 407,380,906 650,673 

 

 

 

 

(歳入総額)      (歳出総額) 

422,948,605 円 － 408,031,579 円 ＝ 14,917,026 円(令和 5 年度へ繰越)            

※繰越額の内訳（精算方法）については、10 ページの別紙 2 のとおり 
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歳  入 

１ 分担金及び負担金 

萩・長門清掃一部事務組合規約第１３条、萩・長門清掃一部事務組合と阿武町との間のごみ処理施設の

設置、維持管理及び運営に関する事務の委託に関する規約第３条及びごみ処理施設の設置、維持管理及び

運営に関する事務の事務委託に関する協定書第１条に基づき、以下の表のとおり令和４年度負担率を確定

しました。なお、その精算は、令和５年度中に行います。 

 

  ○受託事業収入負担割合表 

   令和４年４月１日～令和４年１０月３１日（見島の人口を除く） 

団体名 
人口割 

均等割(B) 
ごみ量割 負担率 

(A)+(B)+(C) R2 国調人口 人口割(A) ごみ量 ごみ量割(C) 

事務組合 76,456 0.409 0.075 24,824 0.413 0.897 
阿 武 町 3,055 0.016 0.075 707 0.012 0.103 
合 計 79,511 0.425 0.150 25,531 0.425 1.000 

 

令和４年１１月１日～令和５年３月３１日（見島の人口を含む） 

団体名 
人口割 

均等割(B) 
ごみ量割 負担率 

(A)+(B)+(C) R2 国調人口 人口割(A) ごみ量 ごみ量割(C) 

事務組合 77,145 0.409 0.075 24,824 0.413 0.897 
阿 武 町 3,055 0.016 0.075 707 0.012 0.103 
合 計 80,200 0.425 0.150 25,531 0.425 1.000 

 

 ○分担金分賦割合表 

  令和４年４月１日～令和４年１０月３１日（見島の人口を除く） 

構成団体 
人口割 

均等割(B) 
ごみ量割 負担率 

(A)+(B)+(C) 
負担率 
(全体) R2 国調人口 人口割(A) ごみ量 ごみ量割(C) 

萩 市 43,937 0.230 0.100 13,431 0.216 0.546 0.490 
長門市 32,519 0.170 0.100 11,393 0.184 0.454 0.407 
合 計 76,456 0.400 0.200 24,824 0.400 1.000 0.897 

 

  令和４年１１月１日～令和５年３月３１日（見島の人口を含む） 

構成団体 
人口割 

均等割(B) 
ごみ量割 負担率 

(A)+(B)+(C) 
負担率 
(全体) R2 国調人口 人口割(A) ごみ量 ごみ量割(C) 

萩 市 44,626 0.231 0.100 13,431 0.216 0.547 0.491 
長門市 32,519 0.169 0.100 11,393 0.184 0.453 0.406 
合 計 77,145 0.400 0.200 24,824 0.400 1.000 0.897 

 

 (備 考) 

     1)「人口」=令和２年国勢調査人口 

     2)「R2 国調人口・人口割」=令和４年１１月１日から見島の燃やせるごみの搬入を開始したため、 

令和４年度は負担率を案分し、精算する 

     3)「ごみ量」=令和４年４月～令和５年３月までの搬入実績 
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◎令和 4 年度 萩市・長門市分担金及び阿武町受託事業収入受入決算額   (単位：円) 

  市町名 

期別 
萩 市 長門市 小 計 阿武町 合 計 

第１期 31,702,000 25,938,000 57,640,000 6,618,000 64,258,000 

第２期 31,702,000 25,938,000 57,640,000 6,618,000 64,258,000 

第３期 31,702,000 25,938,000 57,640,000 6,618,000 64,258,000 

第４期 22,282,000 18,069,000 40,351,000 4,635,000 44,986,000 

合 計 117,388,000 95,883,000 213,271,000 24,489,000 237,760,000 

 

 

２ 使用料及び手数料 

萩・長門清掃一部事務組合廃棄物の処理に関する条例第７条の規定により、以下の通りの収入がありま

した。 

                                  （単位：円） 

調 定 年 月 
家庭ごみ 
100 円／10 ㎏ 

事業系一般

廃棄物 
170 円／10 ㎏ 

産業廃棄物 
220 円／10 ㎏ 

公共施設（有料）・ 
その他（有料）※ 

170 円／10 ㎏ 
合 計 

令和 4 年 4 月分 344,400 4,733,480 7,844,760 66,320 12,988,960 

令和 4 年 5 月分 456,800 5,169,530 8,018,780 52,880 13,697,990 

令和 4 年 6 月分 328,100 4,784,140 8,111,620 66,110 13,289,970 

令和 4 年 7 月分 378,500 5,156,950 8,224,260 53,080 13,812,790 

令和 4 年 8 月分 333,200 5,194,180 9,155,300 82,570 14,765,250 

令和 4 年 9 月分 349,100 4,935,270 8,342,180 57,160 13,683,710 

令和 4 年 10 月分 328,200 5,170,550 8,591,660 53,760 14,144,170 

令和 4 年 11 月分 306,100 5,238,380 9,160,140 61,990 14,766,610 

令和 4 年 12 月分 341,100 5,153,890 10,061,040 69,150 15,625,180 

令和 5 年 1 月分 387,000 4,274,140 8,347,900 53,380 13,062,420 

令和 5 年 2 月分 240,400 4,529,820 7,675,580 60,950 12,506,750 

令和 5 年 3 月分 471,300 4,741,980 8,750,720 246,690 14,210,690 

合   計 4,264,200 59,082,310 102,283,940 924,040 166,554,490 

※公共施設（有料）は下水汚泥等、その他（有料）は国道及び県道の管理に伴う動物の死骸等です。 

災害廃棄物（住宅火災）及び地域奉仕活動による廃棄物として、27,590 ㎏を受け入れ、萩・長門清掃

一部事務組合廃棄物の処理に関する条例第８条の規定により、275,900 円の手数料を免除しています。 

 



 

３ 財産収入    

行政財産(電柱設置)貸付料 … 6,000 円 (西日本電信電話㈱山口支店) 

行政財産(通信設備設置)貸付料 … 12,000 円 (株式会社 NTT ドコモ) 

   行政財産(自動販売機設置)貸付料 … 12,000 円 (株式会社 はないろ) 

 
 

4 繰越金                             （単位：円） 
   

 

 
 
 

5 諸収入 

(1)預金利子 

預金先・・・㈱山口銀行萩支店       （単位：円） 

区         分 金     額 

普 通 預 金 利 子 676 

合    計 676 

 

  (2)受託事業収入 

    阿武町の委託事務経費及び宇部市との相互支援協定に基づく受託事業収入として、以下のとおり収入

しています。  

[阿武町]                [宇部市]         （単位：円） 

期 別 期 間 金  額 期 別 搬入量(t) 金  額 

9 月 345 7,597,480 

合 計 345 7,597,480 
  

第 1 期 4 月～6 月 6,618,000 

第 2 期 7 月～9 月 6,618,000 

第 3 期 10月～12月 6,618,000 

第 4 期 1 月～3 月 4,635,000 

合  計 24,489,000 

 

 

  (3)雑 入  「収入なし」 

 

 

 

 

 

令和 3 年度歳入総額(A) 令和 3 年度歳出総額(B) 繰越金額(A－B) 

418,386,865 407,380,906 11,005,959 
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 歳  出 

1 議会費関係 

(1)議決の案件に関する事項 

議会開催年月日 
出 席 

議員数 

欠 席 

議員数 
議 決 案 件 

令和 4 年 5 月 

組合議会臨時会 

(令和 4 年 5 月 19 日) 

 

8 人 

 

― 

議案第 5 号 公平委員会委員の選任について 

議案第 6 号 監査委員の選任について 

令和 4 年 10 月 

組合議会定例会 

(令和 4 年 10 月 21 日) 

 

8 人 

 

― 

議案第 7 号 令和 3 度萩・長門清掃一部事務組合 

一般会計決算認定について 

令和 5 年 2 月 

組合議会定例会 

(令和 5 年 2 月 14 日) 

 

7 人 

 

1 人 

議案第 1 号 令和 4 年度萩・長門清掃一部事務組合  

一般会計補正予算（第 1 号） 

議案第 2 号 令和 5 年度萩・長門清掃一部事務組合  

一般会計予算 

議案第 3 号 萩・長門清掃一部事務組合個人情報の保

護に関する法律施行条例 

議案第 4 号 萩・長門清掃一部事務組合個人情報保護

審査会条例 

議案第 5 号 萩・長門清掃一部事務組合情報公開条例 

議案第 6 号 萩・長門清掃一部事務組合報酬及び費用

弁償条例の一部を改正する条例 

議案第 7 号 萩・長門清掃一部事務組合人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例 

議員提出議案第 1 号  

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

る管理者専決処分事項の一部改正 

  2 総務費関係 

(1)職員に関する事項 

区  分 人  数 備      考 

一般行政職 3  人 
萩 市より派遣 … 2 人 

長門市より派遣 … 1 人 

 非常勤特別職 1  人 技術参与    … 1 人 
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  (2)役務費に関する事項                            （単位：円） 

区      分 金   額 

 

通信運搬費 

郵便料 45,938 
193,982 電話通話料 82,440 

インターネット回線使用料 65,604 

 手数料 
ETC カード取扱手数料(年額) 629 

9,858 残高証明発行手数料 3,960 
窓口収納事務手数料 5,269 

切手代  18,200 

保険料 自動車損害共済保険料 24,017 
51,347 

自動車賠償責任保険料 27,330 

合      計 273,387 

 

(3)委託料に関する事項                            （単位：円） 

区  分 契  約  会  社 金   額 

組合例規集システム更新業務委託料 第一法規(株) 325,600 

組合ホームページ再構築業務委託料 (有)マシヤマ印刷 264,000 

合      計 589,600 
 

(4)負担金補助及び交付金に関する事項                     (単位：円) 

区    分 相 手 方 金   額 

職員給与等負担金 
萩   市 13,813,659 

長 門 市 7,070,371 

合      計 20,884,030 

 

3 衛生費関係 

(1)役務費に関する事項                            （単位：円） 

区      分 金   額 

保険料（建物総合損

害共済基金分担金） 

小原水道施設(※)保険料 1,020 
61,776 

清掃工場施設保険料 60,756 

合      計 61,776 

   ※水道施設…「滅菌器室(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造)・据付機械装置(滅菌器)・屋外据付機械装置」 

(2)委託料に関する事項 (別紙 1 のとおり) 

 

4 公債費関係 

   (1)償還状況に関する事項  

    借り入れは行っていない。 
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( 別紙 1 )  

委託料内訳表【清掃工場運営費】 

                                       

業  務  名 契約方法 金 額(円) 委  託  期  間 受  託  名 

1 
運営業務モニタリングに係る 

アドバイザリー業務 

随意契約 

令 2 号該当 
1,943,700 

着手 令和 4 年 4 月 1 日 

完了 令和 5 年 3 月 31 日 

福岡県大野城市白木原 3 丁目 5 番 11 号 

一般財団法人 日本環境衛生センター 

西日本支局長 野田 誠一郎 

2 ごみ焼却灰セメント原料化業務 
随意契約 

令 2 号該当 
60,875,023 

着手 令和 4 年 4 月 1 日 

完了 令和 5 年 3 月 31 日 

周南市晴海町 7 番 46 

山口エコテック(株) 代表取締役社長 吉岡 一弘 

3 ごみ焼却灰（主灰）運搬業務 指名競争入札 5,351,500 
着手 令和 4 年 4 月 1 日 

完了 令和 5 年 3 月 31 日 

美祢市伊佐町伊佐 3575 番地 3 

美祢貨物自動車(株) 代表取締役 植杉 昌弘 

4 ごみ焼却灰（飛灰）運搬業務 指名競争入札 6,270,000 
着手 令和 4 年 4 月 1 日 

完了 令和 5 年 3 月 31 日 

美祢市伊佐町伊佐 3575 番地 3 

美祢貨物自動車(株) 代表取締役 植杉 昌弘 

5 
萩・長門清掃工場運営業務 

（平成 24 年度債務負担行為） 

総合評価一般

競争入札 
304,002,774 

着手 平成 24 年 6 月 8 日 

完了 令和 17 年 3 月 31 日 

萩市大字山田字市葉山 12406 番地 

(株) はないろ 取締役社長 徳尾 真信 

6 
小原地区飲料水供給施設維持管理・水

質検査業務 

随意契約 

令 1 号該当 
629,530 

着手 令和 4 年 4 月 1 日 

完了 令和 5 年 3 月 31 日 

萩市大字椿東 2357 番地 3 

(有)オカムラ環境技研 代表取締役 岡村 和男 

7 清掃工場法面草刈り業務 指名競争入札 2,266,000 
着手 令和 4 年 9 月 16 日 

完了 令和 4 年 11 月 7 日 

下関市豊田町大字中村 853 番 13 

山口県西部森林組合 代表理事 河内 武二 

   合    計 381,338,527 
 

 

 

 

※令…地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項 
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( 別紙 2 )  

令和 4 年度 分担金及び受託事業収入の精算について 
 

分担金及び受託事業収入は、萩・長門清掃一部事務組合規約及び、阿武町と締結しているごみ処理施設の設置、維持管理及び運営に関する事務の事務委

託に関する協定書により、歳出決算額から事業収入を控除した額をそれぞれの負担割合（均等割・人口割・ごみ量割）により算出することとなりますが、

「ごみ量割」については、「当該年度のごみ量とする」と定められていることから、当該年度の３月３１日をもって確定し、最終的な分担金及び受託事

業収入を求める必要があります。 

精算の方法は、確定した「ごみ量割」をもって最終負担割合を算出し、翌年度の分担金及び受託事業収入を調整する方法が合理的であるため、下記の

計算をもとに、決算翌年度の分担金及び受託事業収入を調整することとしています。 

 

◎分担金及び事務委託費必要額（歳出決算額 － 事業収入及び繰越金） 

歳出総額 408,031,579 円 ― 事業収入及び繰越金 185,188,605 円 ＝ 222,842,974 円（分担金及び受託事業収入必要額）① 

※事業収入の内訳・・廃棄物処理手数料 166,554,490 円、行政財産貸付料 30,000 円、預金利子・雑入 676 円、宇部市受託事業収入 7,597,480 円 

           繰越金・・11,005,959 円 
 
分担金及び受託事業収入精算表 
 

 一部事務組合 
内訳(割合は組合を１とした場合) 

阿武町 合  計 説   明 
萩 市 長門市 

確定負担割合 

4/1～ 
10/31 

0.897 0.546 0.454 0.103 1.000 
令和 4 年度確定負担割合 

11/1～ 
3/31 

0.897 0.547 0.453 0.103 1.000 

分担金等必要額① 199,890,148 109,223,308 90,666,840 22,952,826 222,842,974  

納入済額② 213,271,000 117,388,000 95,883,000 24,489,000 237,760,000  

精 算 額(②－①) 13,380,852 8,164,692 5,216,160 1,536,174 14,917,026 翌年度繰越金 

 
※ 確定負担割合については、令和 4 年 11 月 1 日から見島の可燃ごみを本工場で処理する規約改正が行われたことにより、その分担金等の負担割合が 4 月 1 日～ 

10 月 31 日と 11 月 1 日～3 月 31 の間では変化するため二段書きとなっています。 
なお、負担割合算出の詳細は P4 の受託事業収入負担割合表及び分担金分賦割合表を参照願います。 



 

 

 

監 査 報 告 第 ６ 号 

令和５年（2023 年）９月 20 日  

 

 

 萩・長門清掃一部事務組合 

  管理者 田 中  文 夫 様 

 

 

萩・長門清掃一部事務組合 

監査委員 岡 村  節 子 

 

監査委員 瀧 口  治 昭 

 

 

 

令和４年度萩・長門清掃一部事務組合 

一般会計歳入歳出決算の決算審査意見について 

 

 地方自治法第 233 条第２項の規定に基づき、審査に付された令和４年度萩・

長門清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算を審査したので、その結果につ

いて次のとおり意見書を提出します。 
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意  見  書 
 

第１ 監査基準に準拠している旨 

 監査委員は、萩・長門清掃一部事務組合監査委員監査基準（令和２年萩・

長門清掃一部事務組合監査委員公表第１号）に準拠して審査を行った。 

 

第２ 審査の種類 

 決算審査（地方自治法第 233条第２項の規定による審査） 

 

第３ 審査の対象及び期間 

 対象：令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算 

 期間：令和５年７月 24日から令和５年９月 20日 

 

第４ 審査の着眼点及び主な実施内容 

 審査にあたっては、管理者から提出された令和４年度萩・長門清掃一部

事務組合一般会計歳入歳出決算書及び附属書類について、関係法令に準拠

して作成されているかを確認並びに決算計数と関係帳簿及び各種資料等に

より調査照合するとともに、関係職員の説明を聴取し、例月出納検査及び

定期監査の結果をも考慮して、計数の正確性、執行状況等について審査を

実施した。 

 

第５ 審査の結果 

 歳入歳出決算書及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製され、

その計数は正確であることを認めた。 

 決算の概要については、次のとおりである。 
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決算の概要 

（１）決算収支 

 令和４年度一般会計の決算収支の状況は、次のとおりである。 

 

 令和４年度一般会計の決算額は、歳入が 422,949千円、歳出が 408,032千

円で、歳入歳出差引額（形式収支）は 14,917 千円の黒字決算となっている。 

 決算額の予算現額に対する割合は、歳入で 101.0％、歳出で 97.5％となっ

ており、決算額を前年度と比較すると、歳入で 4,562千円（1.1％）、歳出で

651千円（0.2％）それぞれ増加している。 

 翌年度に繰り越すべき財源がないことから、実質収支は、形式収支と同額

の 14,917千円の黒字となり、前年度の実質収支額 11,006千円を差し引いた

単年度収支では 3,911千円の黒字となっている。 

 

 

（２）歳入 

 歳入決算の状況は次のとおりである。 

 
 収入済額は422,949千円で、予算現額418,680千円に対する割合は101.0％、

調定額 422,949 千円に対する割合は 100.0％となっている。 

 収入済額を前年度と比較すると、4,562千円（1.1％）の増加となっている。

これは、繰越金が 9,366千円（△46.0％）減少したものの、環境行政広域連

携に関する協定に基づく宇部市からの受託事業収入が皆増したことにより

諸収入が 7,524 千円（30.6％）、産業廃棄物の受け入れ増などにより使用料

（単位：円、％）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 418,680,000 417,000,000 1,680,000 0.4

3,911,067 △9,366,431 13,277,498 △141.8

408,031,579 407,380,906

14,917,026 11,005,959 3,911,067 35.5

418,386,865 4,561,740 1.1

- - -

11,005,959 3,911,067 35.5

歳 入 決 算 額

650,673 0.2

増減額 増減率
区　　　　分 令和４年度 令和３年度

対前年度

歳 出 決 算 額

422,948,605

形 式 収 支 （①－②）

翌年度に繰り越すべき財源

実 質 収 支 （③－④）

前 年 度 実 質 収 支

単 年 度 収 支 （⑤－⑥）

-

14,917,026

11,005,959 20,372,390 △9,366,431 △46.0

予 算 現 額

対予算収入率 （①÷⑧）

対予算執行率 （②÷⑧） 97.5 97.7 △0.2

101.0 100.3 0.7

（単位：円、％）

区分 予算現額
(A) (B) (C) (D) (B)-(C)-(D)

収入割合
対予算 対調定
(C)/(A) (C)/(B)

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

101.0 100.0

令和３年度 417,000,000 418,386,865 418,386,865 - - 100.3 100.0

令和４年度 418,680,000 422,948,605 422,948,605 - -

- -

増減率 0.4 1.1 1.1 - - - -

増減額 1,680,000 4,561,740 4,561,740 - -
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及び手数料が 4,404 千円（2.7％）、分担金及び負担金が 2,000 千円（0.9％）

それぞれ増加したことによるものである。 

 なお、款別の状況については次のとおりである。 

 

 このうち、主要な財源である負担金（萩市及び長門市は分担金、阿武町は

受託事業収入として、それぞれ分担金及び負担金、諸収入で収入されている。）

は前年度に比して、1,967千円（0.8％）増加している。 

 なお、各市町の負担金の状況は次のとおりである。 

 

 

（３）歳出 

 歳出決算の状況は次のとおりである。 

 

 支出済額は 408,032 千円で、予算現額 418,680 千円に対する執行率は

97.5％となっている。 

 支出済額を前年度と比較すると、651 千円（0.2％）の増加となっている。 

 なお、款別の状況については次のとおりである。 

 

（単位：円、％）

令和３年度 対前年度

166,554,490 39.4 162,150,010 38.8

増減額 増減率収入済額 構成比 収入済額 構成比

213,271,000 50.4 211,271,000 50.5 2,000,000 0.9

418,386,865 100.0 4,561,740 1.1

△9,366,431 △46.0

4,404,480 2.7

30,000 0.0 30,000 0.0 0 0.0

32,087,156 7.6 24,563,465 5.9 7,523,691 30.6

11,005,959 2.6 20,372,390 4.9

区　　分

分担金及び負担金

使用料及び手数料

財 産 収 入

繰 越 金

諸 収 入

計 422,948,605 100.0

令和４年度

（単位：円、％）

令和３年度 対前年度

収入済額 負担率 収入済額 負担率 増減額 増減率
区　　分

令和４年度

萩 市 117,388,000 49.4 116,622,000 49.5 766,000 0.7

長 門 市 95,883,000 40.3 94,649,000 40.1 1,234,000 1.3

阿 武 町 24,489,000 10.3 24,522,000 10.4 △33,000 △0.1

計 237,760,000 100.0 235,793,000 100.0 1,967,000 0.8

（単位：円、％）

-増減率 0.4 0.2 - 10.7

-増減額 1,680,000 650,673 - 1,029,327

97.7

区分
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

令和３年度 417,000,000 407,380,906 - 9,619,094

97.5令和４年度 418,680,000 408,031,579 - 10,648,421

(A) (B) (C) (A)-(B)-(C) (B)/(A)
執行率
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 また、総務省が行った地方財政状況調査による性質別決算額の状況は次の

とおりとなっている。 

 

 性質別決算額の総決算額に占める割合（構成比）は、物件費 94.1％、補助

費等 5.1％、普通建設事業費 0.4％、人件費 0.4％となっている。 

 物件費の主なものは、萩・長門清掃工場運営業務委託料 304,003 千円、ご

み焼却灰セメント原料化業務委託料 60,875 千円、ごみ焼却灰（飛灰）運搬

業務委託料 6,270 千円、ごみ焼却灰（主灰）運搬業務委託料 5,352千円とな

っている。 

 補助費等の主なものは、派遣職員の職員給与等負担金 20,884 千円となっ

ている。 

普通建設事業費は、公用車の購入 1,693 千円となっている。 

 人件費の主なものは、非常勤特別職である技術参与の報酬である。 

 また、性質別の人件費に加え、補助費等の職員給与等負担金を含めた実質

的な人件費の総額は 22,333千円となり、前年度に比して 1,791千円（8.7％）

増加している。 

   

  

（単位：円、％）

区　　分

衛 生 費

総 務 費

議 会 費

公 債 費

合　　計 408,031,579 100.0 407,380,906 100.0 650,673 0.2

- - - - - -

△0.7381,616,391 93.5 384,325,486 94.3 △2,709,095

26,214,927 6.4 22,858,041 5.6 3,356,886

200,261 0.0 197,379 0.0 2,882 1.5

14.7

支出済額 構成比 支出済額 構成比 増減額 増減率

令和４年度 令和３年度 対前年度

（単位：千円、％）

うち職員給

うち需用費

うち委託料

合　　計 408,031 100.0 407,381 100.0 650 0.2

補助費等

人件費 1,449 0.4 0.3 51 3.6

区　　分

物件費 383,919 94.1 386,763 94.9 △2,844 △0.7

579 0.1 979 0.2 △400 △40.9

20,970 5.1 4.7 1,750 9.1

普通建設事業費 1,693 0.4 - - 1,693 皆増

381,989 93.6 94.3 △2,248 △0.6

- - - - - -

決算額

令和４年度 令和３年度 対前年度

19,220

384,237

1,398

決算額 構成比 構成比 増減額 増減率
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（４）財産 

ア 公有財産 

土地及び建物の保有状況は次のとおりである。 

 

 土地及び建物の決算年度末現在高は、土地が 35,486.13 ㎡、建物が

6,180.75㎡で、当年度中の増減はなかった。 

 

イ 物品 

物品の保有状況は次のとおりである。 

 

 物品の決算年度末現在高は車両船舶類３台で、当年度中に軽乗用車を

取得している。 

 

 

 

 当年度の決算の概要は、以上のとおりである。 

 

 

 

 

 

  

（単位：㎡）

6,180.75合　　　計 35,486.13 0.00 35,486.13 6,180.75 0.00

6,177.75

小原地区飲料水施設用 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00

新清掃工場用 35,486.13 0.00 35,486.13 6,177.75 0.00

区　　分

土  地 （地  積） 建　物 （延面積）

前年度末
現在高

本年度中
増減高

本年度末
現在高

前年度末
現在高

本年度中
増減高

本年度末
現在高

軽　 　乗　 　用　 　車 0 1 1

4 ｔ ダ ン プ ト ラ ッ ク 1 0 1

フ ォ　ー　ク　リ　フ　ト 1 0 1

（単位：台）

区　　分 前年度末現在高 本年度中増減額 本年度末現在高
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審査資料 

（１）款別歳入歳出年度比較表 

 

 

（２）負担金年度比較表 

 

（単位：円、％）

3,911,067

- -

11,005,959

単 年 度 収 支 △17,281,940 △6,462,642 982,249 △9,366,431

歳入歳出差引
（　形　式　収　支　）

25,852,783 19,390,141 20,372,390

実　質　収　支 25,852,783 19,390,141 20,372,390

翌年度へ繰越すべき財源 -

公 債 費 - - -

衛 生 費 368,084,821 387,671,355 387,563,501 384,325,486

総 務 費 20,048,932 21,575,409 21,751,727

197,379 200,261議 会 費 207,886 208,394 167,177

22,858,041 26,214,927

　歳　出 388,341,639 409,455,158 409,482,405

24,563,465 32,087,156諸 収 入 21,565,639 33,968,396 25,724,214

407,380,906 408,031,579

繰 越 金 43,134,723 25,852,783 19,390,141

30,000 30,000財 産 収 入 25,000 30,000 30,000

使用料及び手数料 162,311,060 167,031,120 162,338,440

211,271,000 213,271,000分担金及び負担金 187,158,000 201,963,000 222,372,000

　歳　入 414,194,422 428,845,299 429,854,795

令和３年度 令和４年度区　　分 平成30年度 令和元年度 令和２年度

14,917,026

11,005,959 14,917,026

20,372,390 11,005,959

162,150,010 166,554,490

418,386,865 422,948,605

- -

381,616,391

--

（単位：千円、％）

※表中の負担率は、合計に対する割合を示している

※萩市及び長門市は分担金、阿武町は受託事業収入

10.523,633

237,760 100.0

95,883 40.3

24,489 10.3

117,388 49.4

負担率

100.0235,793

49.5116,62249.1

10.424,52210.325,625

萩 市

令和４年度

収入済額

100,707 40.6 94,649 40.1

収入済額 負担率

平成30年度

長 門 市

103,296 49.5

83,862 40.2

113,630 50.4

令和２年度 令和３年度

収入済額 負担率 収入済額 負担率

121,665

区　　分
令和元年度

計

21,530 10.3阿 武 町

208,688 100.0 225,596 100.0 247,997 100.0

88,333 39.2

収入済額 負担率
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 令  和  ５  年  １０  月  

萩・長門清掃一部事務組合議会定例会管理者報告事項  

 

 

１．萩・長門清掃工場「はなもゆ」の管理運営状況について  

 

〇  令和４年度のごみ処理状況につきまして、ご報告いたします。  

まず、本清掃工場に搬入されたごみ量は２５ ,８７６トンで、令

和３年度と比較しますと２２９トン、０ .９％の増加となりました。 

自治体ごとのごみ搬入量は、萩市が１３ ,４３１トンで搬入量全

体の５１ .９％、長門市が１１ ,３９３トンで４４ .０％、阿武町が

７０７トンで２ .７％、そして環境行政広域連携に関する協定によ

り代替処理した宇部市が３４５トンで１．４％となっております。 

  令和３年度との比較では、萩市は２６４トン、１ .９％の減少、

長門市が１７２トン、１ .５％の増加、阿武町は２４トン、３ .３％

の減少となっております。  

一方で、年間２６ ,７５７トンのごみを焼却処理し、発生した焼

却灰２ ,２２８トンをセメント原料として再利用するとともに、焼

却不適物２５１トンは最終処分場での埋め立て処分、あるいは資源

回収業者に引き渡しております。  

 

〇  続いて本年度８月末までの５か月間の状況でありますが、ごみ

搬入量は１０ ,６６８トンで令和４年度と比較しますと２３４ト

ン、２ .１％の減少、そして焼却処理量は１０ ,５１２トンで、

３９７トン、３ .６％の減少となっております。  

 

〇  次に本清掃工場では年４回、排ガス中のばいじん、硫黄
い お う

酸化物、

塩化水素、窒素
ち っ そ

酸化物、ダイオキシン類、一酸化炭素、水銀の濃

度を測定しております。本年度も各項目におきまして関係法令の

排出基準を遵守
じゅんしゅ

した測定値を示しております。  
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２．萩・長門清掃一部事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に

ついて  

 

○  ７月の本組合議会臨時会におきまして報告いたしましたとおり、

焼却施設以外のごみ処理施設及び最終処分場に関する事務を新た

に本組合の共同処理する事務に加えるとした萩市、長門市間の調

整が完了し、萩市、長門市の９月定例会におきまして本組合の共

同処理する事務及び規約の変更に関する議案が上程されたところ

であります。  

議案の議決を得た後は、山口県知事への規約変更にかかる許可申

請手続きに移行し、１２月末までに許可を得て令和６年１月から新

たな事務を開始いたします。  

 

〇  １月以降の令和５年度は、令和６年度から新たな業務が本格的

に開始できるようにするための準備期間として、萩市、長門市の

廃棄物行政担当課と連携して、その準備行為に努めてまいります。 

 

〇  なお、阿武町からの本組合への加入の申し入れにつきましては、

萩市、長門市と阿武町間で分担金の負担率に関する協議が継続し

ていますので、その行く末を見守るところであります。  

 

 

３．山口県市町総合事務組合への加入について  

 

○  平成２２年４月１日設立の本組合の組織機構は構成団体である

萩市、あるいは長門市を例としています。地方公務員法で設置が

義務付けられています公平委員会の権限に関する事務並びに行政

不服審査法に規定する機関の設置及び当該機関の権限に関する事

務につきましても、本組合設立時から萩市を例としているところ

であります。  
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〇  このような中、萩市では去る４月１日からこれらの事務を山口

県市町総合事務組合が担う共同処理事務に移管されたところであ

ります。  

本組合におきましても令和６年４月１日から山口県市町総合事

務組合に加入し、公平委員会の権限に関する事務並びに行政不服審

査法に規定する機関の設置及び当該機関の権限に関する事務を移

管することといたしました。  

  今後、加入にむけた事務手続きを開始し、２月組合議会定例会

におきまして必要な議案の上程を予定しているところであります。 

なお、長門市におかれましては、平成１７年の新市施行時から移

管済みであります。  

 

 

４．令和４年度一般会計決算概況について  

 

〇  令和４年度の一般会計決算状況につきまして、その概要をご報

告いたします。  

  一般会計の歳入決算額は４億２ ,２９４万８ ,６０５円、歳出決

算額が４億８０３万１ ,５７９円となりました。従いまして歳入歳

出差引額は１ ,４９１万７ ,０２６円となり、繰越明許費はありま

せんので実質収支額は１ ,４９１万７ ,０２６円で、黒字決算とな

りました。  

 

〇  令和４年度においては１１月１日から本組合規約の変更があり、

萩市見島地区の可燃ごみの焼却処理を本清掃工場で開始したとこ

ろであります。  

  これによりごみ処理にかかる対象人口が変化したことで、１０

月３１日までと１１月１日以降の萩市、長門市間の分担金及び本

組合と阿武町間の受託事業収入にかかる負担割合を変更したとこ

ろであります。  
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〇  決算内容は、歳入決算ではごみ焼却手数料が１億６ ,６５５万 

４ ,４９０円、前年度繰越金が１ ,１００万５ ,９５９円、そして歳

入が歳出に不足する額を分担金として、萩市が１億１ ,７３８万

８千円、長門市が９ ,５８８万３千円を負担し、事業を受託してお

ります阿武町から受託事業収入として２ ,４４８万９千円、可燃ご

みを代替処理した宇部市から７５９万７ ,４８０円を受け入れた

ところであります。  

  次に歳出決算の主なものは、萩・長門清掃工場はなもゆ運営業

務委託料として３億４００万２ ,７７４円、焼却灰セメント原料化

業務委託料として６ ,０８７万５ ,０２３円、焼却灰運搬業務委託

料として１ ,１６２万１ ,５００円となっております。  

 

〇  本一部事務組合は、自主財源としてのごみ焼却手数料に加え、

依存財源である構成市からの分担金を主な財源として運営を行っ

ております。従いまして、今後も経費節減に努めつつ、ごみ焼却

施設の安定した運営に努めてまいります。  



令 和 ５ 年 １０ 月 

萩・長門清掃一部事務組合議会定例会議案説明  

（議案第１０号）  

 

議案第１０号 令和４年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計決算認定につい

てをご説明申し上げます。 

一般会計は、当初予算で４億２，２５０万円を計上いたしましたが、その後、

繰越金の調整等で１回の予算補正を行い、令和３年度からの繰越明許費はありま

せんので、最終予算額は歳入歳出それぞれ４億１，８６８万円となりました。 

これに対して決算では、歳入決算額が４億２，２９４万８，６０５円、歳出決

算額が４億８０３万１，５７９円となったところであります。 

その結果、歳入歳出差引額は１，４９１万７，０２６円となり、全額を令和５

年度へ繰り越すことといたしました。なお、繰越明許費はありません。 



 

 

令和５年１０月 

 

 

 

萩・長門清掃一部事務組合議会定例会参考資料 
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１　萩・長門清掃工場「はなもゆ」の管理運営状況

※1） 10,267

※2） 10,612

※1） 10,267

※2） 10,612

（1）令和４年度　可燃ごみ搬入量及び前年度との比較 （単位：ｔ）

収集ごみ 直接搬入ごみ 計

前年度比率 前年度比率 前年度比率 構成比率

13,431
98.1%

52.6%

R3年度 8,694 5,001 13,695 53.4%萩　市

R4年度 8,547
98.3%

4,884
97.7%

前年度との差 ▲ 147 ▲ 117

11,393
101.5%

44.6%

R3年度 6,320 4,901 11,221 43.8%

▲ 264 ▲ 0.8%

R4年度 6,098
96.5%

5,295
108.0%

2.8%

R3年度 671 60 731 2.8%

0.8%

阿武町

R4年度 619
92.3%

88
146.7%

707
96.7%

前年度との差 ▲ 222 394 172

長門市

0.0%

小 　計
2市1町

R4年度 15,264
97.3% 103.1%

25,531
99.5%

100.0%

前年度との差 ▲ 52 28 ▲ 24

R3年度 15,685 9,962 25,647 100.0%

前年度との差 ▲ 421 305 ▲ 116 ―

宇部市 R4年度 ― ― 345 ― 345 ― ―

合　計

R4年度 15,264
97.3% 106.5%

25,876
100.9%

―

R3年度 15,685 9,962 25,647 ―

前年度との差 ▲ 421 650 229 ―

（2）上記のうち直接搬入ごみの内訳 （単位：ｔ）

家庭ごみ
事業系一般

廃棄物
産業廃棄物

その他
(有料)

その他
(無料)

公　共
(市町)

計

萩　市

R4年度 251 2,087 1,778 1 14 753 4,884

構成比率 5.2% 42.7% 36.4% 0.0% 0.3% 15.4% 100.0%

85.2% 97.7%

R3年度 212 2,146 1,714 1 44 884 5,001

前年度比率 118.4% 97.3% 103.7% 100.0% 31.8%

53.3% 0.0% 6.4% 11.0%

R4年度 166 1,382 2,823 2

497.1% 92.7% 108.0%

2 68 630 4,901

338 584 5,295

100.0%

阿武町

R4年度 10 6 49 0

長門市

R3年度 118 1,414 2,669

前年度比率 125.0% 120.0% 114.0% ― 

前年度比率 140.7% 97.7% 105.8% 100.0%

構成比率 3.2% 26.1%

17 6 88

構成比率 11.4% 6.8% 55.7% 0.0% 19.3% 6.8% 100.0%

― 150.0% 146.7%

4 60

直接
搬入量計
2市1町

R4年度 427 3,475 4,650 3 369 1,343

R3年度 8 5 43 0 0

13.1% 100.0%

前年度比率 126.3% 97.5% 105.1% 100.0% 329.5% 88.5% 103.1%

構成比率 4.2% 33.8% 45.3% 0.0% 3.6%

9,962

宇部市 R4年度 ― ― ― ― ― 345

R3年度 338 3,565 4,426 3 112

345

直     接
搬 入 量
合     計

R4年度 427 3,475 4,650 3 369 1,688

1,518

手数料区分

自治体名

自治体名

搬入区分

 １



２ 

 

（３）排ガス測定結果 

項   目 
関係法令による 

排出基準値 

停止基準値（要求水準

書の排ガス基準値） 

自主管理 

基準値 

令和４年  

９月 

令和４年  

１２月 

令和５年   

３月 

令和５年   

６月 

1

号

炉 

ばいじん濃度 0.08 g/㎥ N 以下 0.01  g/㎥ N 以下 0.005 0.004 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.00３未満 

硫黄酸化物濃度 K 値 17.5N ㎥/ｈ以下 50    ppm 以下 35 3 3 未満 8 ６ 

塩化水素濃度 700 ㎎/㎥ N 以下 200  ㎎/㎥ N 以下 150 24 28 26 18 

窒素酸化物濃度 250 ppm 以下 100   ppm 以下 70 33 未満 30 26 未満 30 未満 

ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/㎥ N 以下 0.1ng-TEQ/㎥ N 以下 0.05 0.021 0.024 0.042 0.004 

一酸化炭素濃度 ― 30  ppm 以下 20 10 未満 8 未満 8 未満 9 未満 

水銀濃度 50㎍/㎥Ｎ以下 50㎍/㎥Ｎ以下 ― 1.6 0.3 未満 0.3 未満 0.3 未満 

2

号

炉 

ばいじん濃度 0.08 g/㎥ N 以下 0.01   g/㎥ N 以下 0.005 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 

硫黄酸化物濃度 K 値 17.5N ㎥/ｈ以下 50    ppm 以下 35 8 5 6 12 

塩化水素濃度 700 ㎎/㎥ N 以下 200  ㎎/㎥ N 以下 150 42 32 28 30 

窒素酸化物濃度 250 ppm 以下 100   ppm 以下 70 30 未満 25 28 未満 30 未満 

ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/㎥ N 以下 0.1ng-TEQ/㎥ N 以下 0.05 0.0091 0.0094 0.026 0.028 

一酸化炭素濃度 ― 30   ppm 以下 20 9 未満 8 未満 9 未満 9 未満 

水銀濃度 50㎍/㎥Ｎ以下 50㎍/㎥Ｎ以下 ― 0.3 未満 12 3.3 0.3 未満 

※自主管理基準値は、本施設の設計・施工業者である日立造船㈱が自主的に定めた管理基準値です。 

単位：１ppm＝0.0001%、１㎎＝1000 分の１ｇ、1μg＝100 万分の１ｇ、１ng＝１０億分の１ｇ 

※水銀の排出基準値は、平成３０年４月からの適用です。 

※数値の「未満」は、採取した試料を酸素の標準状態（濃度 12％）で換算した数値で、分析計器の測定限界値未満であったことを表します。 

※硫黄酸化物の法令による排出基準値は、総量規制基準として地域ごとに定められた基準値（Ｋ値）から計算できる排出量を示します。 

停止基準値、自主管理基準値は、その基準値（Ｋ値）を基準にして硫黄酸化物の排出濃度を定めています。 


